調査の概要と利用上の注意
（１）調査の目的
学校に関する基本的事項を調査し、学校教育行政上の基礎資料を得ることを目的としている。

（２）調査期日

2025年(令和7年)5月1日現在
（３）調査の範囲

①　公立・私立の小学校、中学校、義務教育学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園、専修学校及び各種学校

②　学校教育法第１８条の不就学の学齢児童生徒

（４）調査事項

この調査には「学校調査」、「卒業後の状況調査」（中学校・義務教育学校）、「不就学学齢児童生徒調査」等の種別があり、それぞれ、設置者別、本校・分校別に主として次の事項を調査した。

①　学校調査

　ア　学校数

　イ　学級数

　ウ　在学者数

　エ　教員数・職員数

②　卒業後の状況調査

　ア　進路別卒業者数

　イ　進学者及び入学志願者数

　ウ　産業別就職者数

　エ　道内・道外就職者数

　　③　不就学学齢児童生徒調査

　　　ア　就学免除者・就学猶予者数

（５）その他

　　①　本結果は、学校基本調査のうち学校調査、卒業後の状況調査、不就学学齢児童生徒調査のみをまとめたものである。
②　統計表中の各データについては、概ね学校基本調査に拠っているが、詳細なデータ等については、釧路市独自に収集・集計したデータを用いている場合がある。
　　③　本調査に使用した数値は概数であり、表中の単位未満の数値は四捨五入した。
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